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今治市

①国際レベルの獣医師養成

○新しい分野へ対応
・公共獣医事を担う第三極の国際水準の大学獣医学部
・動物由来新興感染症の統御、越境感染症の防疫
・食品貿易の安全確保、食料の安定供給、養殖産業振興
・ライフサイエンス分野（医療、創薬、医療機器・健康

食品・機能性食品開発）における連携研究・教育
・情報ネットワーク構築、政策監視、疫学調査

◎国際水準の獣医学教育コアカリキュラム(51科目、19実習)の実施、必要な教員(72名程度)を確保
◎国際対応の資質を有する公衆衛生分野(動物危機管理)の獣医師・指導的人材を養成

②危機管理発生時の学術支援拠点

家畜の越境国際感染症
は、初期対応が極めて
重要

・全国に蔓延する前に地域（ゾーン）
での封じ込めが必須

・四国の特性に通じた迅速な危機管理
の「地(知)の拠点」

北海道、本州、四国、
九州が1次封じ込め
ゾーン

獣医学教育空白地域「四国」に国際水準の大学獣医学部を新設！

行政の支援≪地元定着の誘導措置≫

愛媛県

今治市

県単独奨学金
四国他県へ呼び掛け インターンシップ

大学用地用意 事業者獣医師雇用奨励金 地域交流活動事業助成

ライフ
サイエ
ンス企
業誘致

県試験研究機関・四国内
大学との連携、共同研究

愛媛県今治市(国家戦略特区)大学：四国地域入学枠設定

○これまでの獣医学教育
・伴侶動物の医療、家畜衛生管理が中心
・国立大学：研究者養成、

私立大学：臨床獣医師養成が中心
○世界の動向（アメリカ）
・食の安全、バイオテロ等への危機管理

対応強化 ⇒ 獣医大学３校を新設認可

国際水準の獣医学教育特区
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テーマ 国際水準の大学獣医学部の新設
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◆現状
≪日本の課題≫
・社会のグローバル化の進展に伴い、これまでの獣医学教育（伴侶動物の医療、家畜衛生管理が中心）から

新しい分野に対応（動物由来新興感染症の統御、食品貿易の安全確保、ライフサイエンス分野等）
・歴史的背景から、畜産・水産分野の連携や感染症統御・橋渡し研究での医獣連携の拡充が課題
・国家戦略として、国際水準の獣医学教育（国際獣疫事務局（OIE：国際的な獣医行政の政府間機関）提示の

獣医学教育コアカリキュラム）の実施による国内外で活躍できる獣医師の養成
≪地域の課題≫
・今治市学園都市構想 ⇒ 愛媛県と今治市は獣医大学の誘致を目指して共同で構造改革特区申請（Ｈ19～）
・鳥インフルエンザ等の脅威（九州→四国経由で年間100万人・車50万台が移動、渡り鳥ルート）
・獣医学教育空白地域「四国」の解消 ⇒ 感染症発生時にゾーニング方式による封じ込めが必須

◆規制
「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（文部科学省告示）」により、獣医
師養成系大学・学部の新設及び定員増は認可できないとされている。

地域を限定して規制を解除し、大学獣医学部の新設を可能にする。

◆行政の支援≪地元定着の誘導措置≫
≪愛媛県≫ ≪県・市≫大学周辺地域へのライフサイエンス企業の誘致
・県奨学金制度の創設(年間：60人(10人×6学年)；計8,640万円、公務員：全額免除、産業獣医：半額免除)
・県試験研究機関等での単位取得インターンシップ制度 ・県機関、他大学等との共同研究の実施
≪今治市≫
・今治新都市地区に大学用地（16.8ha）を造成・用意 ・学生と地域社会との交流活動事業への助成
・市内事業者に対する獣医師雇用奨励金制度の創設（１年目：人件費の全額、２年目：3/4、３年目1/2）

◆効果
○国際対応の資質を持った獣医師の人材養成・人材輩出 ○ゾーンディフェンス等の地域の防疫拠点
○ライフサイエンス分野への貢献 ○予防に重点化した畜水産獣医連携研究や教育の推進
○獣医師の卒後臨床教育・技術研修拠点、二次診療病院の新設 ○水産物・食品の輸出の振興
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その他提案 「水産物・食品の輸出ワンストップ支援センターの設置」
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◆現状
≪日本の課題≫
・水産物・食品の輸出拡大 ・消費者の魚離れ ・ＨＡＣＣＰ取得の促進
≪愛媛の課題≫
・海面養殖業 全国１位 ・愛育フィッシュ（養殖魚のブランド化）の普及
≪地域の水産卸売会社≫（ＨＡＣＣＰ取得）
・海外での日本食ブームを背景に、2012年輸出量は輸出開始当初（2004年）の11.3倍に増大
・海外で人気が高い日本特産のすしネタ（養殖魚ハマチ）の更なる輸出拡大を目指す。
・輸出手続の迅速化や、トラブル発生時の機動的な対応を期待
≪地域の食品製造販売会社≫（ＨＡＣＣＰ取得）
・2021年海外売上高について、100億円（倍増以上）を目標
≪商工会議所≫
・地域の商工会議所は、日本商工会議所の指導の下、日常的に事業者の求めに応じて原産地証明書を発行

◆規制・効果
水産物・食品の輸出ワンストップ支援センターの設置（民間参入により窓口の一元化を目指す）
①輸出相手国や輸出する産品ごとに輸出証明書（原産地証明）の申請・発行窓口が異なる。

【現状の申請窓口】食品(加工品)：中国四国農政局、商工会議所
水産物 ：水産庁、県、商工会議所
酒類 ：高松国税局

水産物・食品の輸出証明書の申請・発行窓口を民間に拡大し、窓口を一元化（例：商工会議所）
⇒・輸出業者の事務負担軽減、利便性向上、迅速化 ・水産物・食品の輸出の拡大

②輸出水産食品取扱施設の認定（ＨＡＣＣＰ取得）手続が複雑重層化（厚生労働省、水産庁、県）
輸出水産食品取扱施設に係る認定等の審査・モニタリングを行う機関を民間に拡大し、窓口を一元化

⇒・ＨＡＣＣＰ取得の促進 ・輸出水産食品取扱施設の認定手続の迅速化
③【更なる効果】新設大学獣医学部との連携・活用により、衛生・安全管理、検査体制、危機管理対応、環
境保全、国際協定等に精通した人材を育成し、輸出戦略・輸出後のフォローアップ体制を構築
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